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運営審議会資料１                  平成２７年８月１３日 

                     

 

府中市学校給食における食物アレルギー対応（案）について 

 

１ 趣 旨 

  本市の学校給食における食物アレルギー対応につきましては、平成１８年度

より、一部のアレルギー原因食材について除去食対応という形で進めてきてお

り、安全・安心を守りつつ、子ども達に少しでも給食を食べていただけるよう

取り組んできています。 

ここで、現給食センターの老朽化に対応するため、新センター整備に向けて

取り組んでおり、基本設計が終わったところですが、新センターでは、食材の

搬入から、調理、配缶まで完全に独立したアレルギー対応調理室を設ける予定

です。 

そこで、平成２９年度２学期から稼動予定の新センターでの学校給食におけ

る食物アレルギー対応について、次のとおりその方向性を定めるものです。 

 

２ 概 要 

（１）基本的な考え方（本文掲載１～２ページ） 

   安全性を最優先とした上で、各学校に食物アレルギー対応委員会等（校長

または副校長、養護教諭、給食主任、学級担任、栄養士、調理員等で構成）

を設置し、組織的に対応します。除去指定品目は、現在の卵、ナッツ類に加

え、新たにエビ、カニを追加する（平成○○年度より）こととし、果物は代

替食（みかんまたは冷凍みかん）とし、飲用牛乳類については除去と相当分

代金を減額します。なお、個人毎の対応ではなく、除去指定品目を完全除去

したアレルギー対応食を提供します。 

なお、アナフィラキシーショックの既往歴がある児童生徒に対しては、原

則として除去食等のアレルギー対応食は提供しないこととし、学校給食での

経口免疫療法については対応しないこととします。 

  

（２）食物アレルギー対応の流れ（本文掲載２～３ページ） 

食物アレルギー対応については、保護者と食物アレルギー対応委員会、給

食センターで連携して進めていきます。また、医師と連携して、主治医に指

導助言をもらうなど可能な限り連絡体制を整え、アレルギー症状が出た場合

に緊急の連絡がとれるよう、医師の連絡先等を把握します。 

 

（３）アレルギー対応食について（本文掲載３～４ページ） 

アレルギー対応食は、通常給食の献立を基に、除去食または代替食献立を
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作成し、提供することを基本とし、アレルギーを有する児童生徒の実態に

合わせて、各学校の食物アレルギー対応委員会のもと、詳細な献立表対応、

弁当対応、除去食対応、代替食対応の各レベルを組み合わせ最適な対応を

行います。ただし、パンやデザート等のように直接学校に納品されるもの

や、調味料・だし・添加物は、除去・代替の対象とはしません。 

なお、代替食は平成３０年度からの対応とします。 

 

（４）アレルギー対応食提供の留意点（本文掲載４～６ページ） 

献立内容の工夫により、原因食品を含まない献立を増やすほか、原因食

品が判別することができる献立名称で提供します。また、調理、配送、配

膳等の各段階で誤りがないよう、それぞれの担当が確認することとします。 

 

（５）緊急時の対応（本文掲載６～７ページ） 

食物アレルギーの発症、特にアナフィラキシーショックなど重い症状を

発症した場合には、平成２５年７月に都が作成した「食物アレルギー緊急

時対応マニュアル」のチェックシート等に基づき、緊急性の判断と対応を

します。また、児童生徒のアナフィラキシーショックの有無、保護者との

緊急時の連絡方法、主治医や搬送する医療機関等の情報等を事前に把握す

るなど緊急時を想定した体制を整備します。 

 

（６）学校関係者の役割（本文７～９ページ） 

食物アレルギーのある児童生徒のために、学校の事情に応じて、校長の

指導のもと、職員全員がそれぞれの職務に応じて、広く情報を共有化しま

す。学校給食における食物アレルギー対応のために、それぞれの職務に応

じて、食物アレルギー対応委員会等を組織して学校、給食センターで連携

を図り組織全体で対応します。 

 

３ 今後の予定 

平成２７年 ８月～９月 関係機関への説明、意見徴収 

       １０月    第２回給食センター運営審議会で（案）を決定 

       １１月    市議会へ（案）を報告 

       １２月～   パブリックコメント手続き、保護者説明会 

  平成２８年 １月    教育委員会へ報告 

        ２月    市議会へ最終報告 

  平成２９年度２学期   新給食センター供用開始、本方針の適用 

  平成３０年 ４月    代替食対応開始 


